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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
葉
た
ば
こ
農
家
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

た
ば
こ
耕
作
者
か
ら
葉
た
ば
こ
の
買
入
れ
を
行
っ
て
い
る
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
（
以
下
「
会
社
」
と
い
う
。
）
か

ら
は
、
本
年
産
の
葉
た
ば
こ
の
収
量
の
見
込
み
（
同
年
十
月
末
時
点
の
も
の
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
猛
暑
等
の
影

響
に
よ
り
全
国
的
に
減
収
と
な
り
、
東
北
地
方
に
お
い
て
は
九
千
九
百
四
十
四
ト
ン
、
関
東
信
越
・
北
陸
地
方
に
お
い
て
は

三
千
八
百
三
十
八
ト
ン
、
中
部
・
近
畿
地
方
に
お
い
て
は
四
百
五
十
一
ト
ン
、
中
国
・
四
国
地
方
に
お
い
て
は
二
千
三
十
四

ト
ン
、
九
州
・
沖
縄
地
方
に
お
い
て
は
一
万
四
千
五
百
十
ト
ン
で
あ
り
、
合
計
三
万
七
百
七
十
八
ト
ン
で
あ
る
と
聞
い
て
い

る
。
ま
た
、
そ
の
品
質
の
見
込
み
に
つ
い
て
は
、
全
国
的
に
例
年
並
み
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。
な
お
、
葉
た
ば
こ
の
買
入

代
金
の
総
額
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
集
計
が
終
了
し
て
い
な
い
と
聞
い
て
い
る
。

二
、
三
及
び
五
に
つ
い
て

葉
た
ば
こ
の
買
入
れ
に
つ
い
て
は
、
た
ば
こ
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
会

社
は
、
た
ば
こ
耕
作
者
と
の
間
で
葉
た
ば
こ
の
買
入
れ
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
、
当
該
契
約
に
基
づ
い
て
生
産
さ
れ
た
葉

た
ば
こ
を
す
べ
て
買
い
入
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

一



ま
た
、
会
社
が
当
該
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
葉
た
ば
こ
の
買
入
れ
に
係
る

耕
作
面
積
及
び
価
格
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
た
ば
こ
耕
作
者
の
代
表
者
も
委
員
と
な
っ
て
い
る
葉
た
ば
こ
審
議
会
に
諮

り
、
そ
の
意
見
を
尊
重
し
て
定
め
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
同
審
議
会
は
、
葉
た
ば
こ
の
買
入
価
格
に
つ
い
て
、
生
産
費
及

び
物
価
そ
の
他
の
経
済
事
情
を
参
酌
し
、
葉
た
ば
こ
の
再
生
産
を
確
保
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
審
議
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い

る
。政

府
と
し
て
は
、
会
社
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
き
、
た
ば
こ
耕
作
者
と
の
間
に
お
い
て
、
葉
た
ば
こ
の
買
入
れ
に
関

す
る
契
約
の
締
結
及
び
当
該
契
約
に
基
づ
く
葉
た
ば
こ
の
買
入
れ
を
適
正
に
行
う
も
の
と
考
え
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

受
動
喫
煙
防
止
対
策
に
つ
い
て
は
、
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
多
数

の
者
が
利
用
す
る
施
設
を
管
理
す
る
者
は
、
利
用
者
の
受
動
喫
煙
を
防
止
す
る
た
め
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
公
共
の
場
は
原
則
と
し
て
全
面
禁
煙
で
あ
る
べ
き
こ
と
、
全
面
禁
煙

が
極
め
て
困
難
な
場
合
等
に
お
い
て
は
、
適
切
な
受
動
喫
煙
防
止
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
記

し
た
「
受
動
喫
煙
防
止
対
策
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
五
日
付
け
健
発
〇
二
二
五
第
二
号
厚
生
労
働
省
健
康

二



局
長
通
知
）
を
発
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
職
場
に
お
け
る
受
動
喫
煙
防
止
対
策
に
つ
い
て
は
、
労
働
安
全
衛
生
法

（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
十
一
条
の
二
及
び
第
七
十
一
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
者
に
対
し
て
、

喫
煙
室
の
設
置
等
を
指
導
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

た
ば
こ
小
売
販
売
店
の
具
体
的
な
経
営
状
況
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
財
務
省
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
た
ば
こ
小
売
販
売
店

の
年
間
の
許
可
件
数
及
び
廃
業
等
の
件
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
平
成
十
九
年
度
が
七
千
六
百
八
件
及
び
一
万
千
二
百
六
十
二
件
、

平
成
二
十
年
度
が
七
千
百
六
十
五
件
及
び
一
万
三
千
二
件
、
平
成
二
十
一
年
度
が
六
千
五
百
五
十
四
件
及
び
九
千
七
百
六
十

一
件
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
各
年
度
末
に
お
け
る
た
ば
こ
小
売
販
売
店
の
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
平
成
十
九
年
度
末
で
二
十
九
万
八
千
四
百
九
十

七
、
平
成
二
十
年
度
末
で
二
十
九
万
二
千
六
百
六
十
、
平
成
二
十
一
年
度
末
で
二
十
八
万
九
千
四
百
五
十
三
と
な
っ
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

中
小
企
業
者
に
つ
い
て
は
、
社
会
的
・
経
済
的
環
境
の
変
化
等
に
よ
り
一
時
的
に
業
況
の
悪
化
を
来
し
て
い
る
場
合
の
支

援
策
と
し
て
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
等
の
融
資
制
度
等
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
た
ば
こ
小
売
販
売
店
も
こ
れ
を
活

三



用
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

四


